
会J-

ノ、

自
動
車
保
険
に
お
け
る
事
故
通
知
義
務
慨
怠
の
効
果

弥
永

真
生

問
題
の
所
在

わ
が
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
臼
動
車
保
険
の
約
款
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
(
以
下
、
保
険
契
約
者
等
と
略
す
る
)
に
事
故

の
通
知
義
務
を
課
し
、
事
故
発
生
の
通
知
が
た
だ
ち
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
、
ま
た
は
事
故
内
容
の
通
知
が
、
物
損
事
故
の
場
合
に
は

遅
滞
な
く
、
対
人
事
故
の
場
合
に
は
事
故
発
生
の
日
か
ら
六

O
日
以
内
に
、
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
原
則
と
し
て
保
険
者
が
免
責

さ
れ
る
旨
を
定
め
て
い
る
(
自
家
用
自
動
車
保
険
普
通
保
険
約
款
六
章
一
般
条
項
一
四
条
l
一
六
条
、
自
動
車
保
険
普
通
保
険
約
款
四
章

一
般
条
項
一
関
条
j

品
六
条
、
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
普
通
保
険
約
款
六
泰
一
般
条
項
一
四
条
J

一
六
条
、
自
動
車
道
転
者
損
害
賠
償

責
任
保
険
普
通
保
険
約
款
三
章
一
般
条
項
一

O
条
i
一
一
一
条
。
ま
た
白
家
用
自
動
車
共
済
普
通
共
済
約
款
一
四
条
1
一
六
条
な
ど
)
。
と

こ
ろ
が
公
表
判
例
に
は
、
事
故
通
知
義
務
の
慨
怠
を
理
府
と
し
て
、
保
険
者
の
免
責
を
認
め
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
(
認
め



た
も
の
と
し
て
は
業
界
紙
に
掲
載
さ
れ
た
後
掲
普
判
決
を
見
い
出
し
う
る
の
み
で
あ
る
)
C

し
か
も
判
例
が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て

い
る
以
上
、
も
し
、
保
険
者
が
約
款
の
免
責
条
項
を
根
拠
と
し
て
保
険
金
の
支
弘
い
を
拒
絶
す
れ
ば
、
裁
判
に
も
ち
こ
ま
れ
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、
実
際
に
は
、
事
故
通
知
義
務
の
際
忠
を
理
由
と
し
て
保
険
金
の
支
払
い
を
花
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
事
故
通
知
義
務
の
慨
立
に
よ
る
免
責
を
定
め
た
条
項
を
約
款
中
に
設
け
る
意
義
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
条
項

が
差
別
的
に
運
用
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
保
険
者
、
保
険
契
約
者
等
、
被
害
者
の
利
益

を
合
理
的
に
調
整
す
る
た
め
に
は
、
自
動
車
保
険
の
事
故
通
知
義
務
慨
怠
の
効
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
適
当
で
あ
る
か
を
本
稿
で

事-、
a
o

ん「人

v
u
v

判
部
・
学
説
の
動
向

3
1〉
U
J

や
伊

σ一
意
同

自
動
車
保
険
に
つ
い
て
、
事
故
通
知
義
務
の
悌
怠
の
効
果
が
争
わ
れ
た
事
件
に
関
す
る
裁
判
例
で
入
手
可
能
で
あ
っ
た
の
は
五
件
に
と

と
ま
っ
た

pb-一
東
京
地
判
昭
和
田
七
年
六
月
一
一
一

O
H
判
時
六
七
八
口
万
二
六
百
回
目
は
、

被
保
険
者
が
事
故
を
知
っ
た
日
か
ら
約
三
ヶ
月
を
経
過
し
て
か
ら

事
故
発
令
の
遜
知
を
し
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
c

裁
判
所
は
「
単
に
右
日
時
を
経
過
し
た
こ
と
を
も
っ
て

『
遅
滞
』
あ
り
と
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
「
通
知
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
保
険
者
に
何
ら
保
険
金
支
弘
額
が
増
大
す
る
よ
う
な
事
情
が
な
い
場
合
に
ま
で
、

保
険
者
の
填
補
責
任
を
会
而
的
に
免
れ
し
め
る
の
は
、
極
め
て
、
不
均
衡
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
保
険
者
の
免
責
を
認
め
な
か
っ
た
。

日
動
車
保
険
に
お
け
る
事
故
通
知
殺
は
w
燃
怠
の
効
山
ポ

← L. 
ノ、



一
六
四

し
か
し
、
①
事
件
は
い
わ
ゆ
る
六

O
日
条
項
の
適
用
を
受
け
な
い
事
案
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
遅
滞
な
く
」
の
意
義
を
①
判
決
は
単
に
明
ら

か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
形
式
的
に
は
、
約
款
の
規
定
を
修
正
し
た
判
決
の
一
つ
と
し
て
①
判
決
を

位
置
づ
け
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
)
。

②
東
京
高
判
昭
和
五
三
年
一
月
二
三
日
判
時
八
八
七
号
一
一

O
頁
は
事
故
発
生
か
ら
四
六
日
を
経
過
し
て
か
ら
事
故
発
生
の
通
知
を
し

た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
い
つ
を
も
っ
て
遅
滞
と
み
る
か
も
弾
力
性
が
あ
る
と
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
(
約
款
上
も
そ
の
基

準
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
て
本
件
の
場
合
:
:
:
正
当
な
理
由
が
な
く
通
知
を
遅
滞
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
」
と
判
示
し
て
、
保
険
者

の
免
責
を
認
め
な
か
っ
た
。
②
判
決
で
は
、
「
正
当
な
理
由
」
が
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
が
決
め
手
と
な
っ
た
よ
う
に
も
読
め
る
し
、

ま
た
約
款
上
に
基
準
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
②
判
決
も
ま
た
、
形
式
的
に
は
、
約
款
の
修
正
を
行
っ
た
判
決
で
あ
る
と
位
置
づ

け
る
必
要
は
な
い
。

③
宮
崎
地
都
城
支
判
昭
和
六
一
年
三
月
一
七
日
判
時
一
一
八
七
号
一
二
九
頁
は
事
故
発
生
後
約
一
年
六
ヶ
月
経
過
し
て
か
ら
事
故
発
生

の
通
知
を
し
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
約
款
の
事
故
通
知
遅
滞
に
基
づ
く
免
責
規
定
は
、
共
済
組
合
が
「
事
故
発
生

を
知
る
の
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
っ
た
具
体
的
利
益
を
考
慮
せ
ず
に
一
切
の
損
害
壌
補
を
し
な
い
趣
旨
と
は
解
し
え
ず
、
右
通
知
が
遅

滞
し
た
こ
と
に
よ
り
」
共
済
組
合
が
、
「
例
え
ば
事
故
調
査
に
支
障
を
生
じ
或
い
は
損
害
拡
大
防
止
措
置
を
取
る
機
会
を
失
す
る
等
し
て

損
害
を
被
っ
た
と
き
は
、
そ
の
被
っ
た
損
害
の
限
度
で
損
害
の
填
補
の
義
務
を
免
れ
る
、
と
の
趣
旨
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
解
す
る

こ
と
が
、
右
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
間
の
衡
平
に
適
う
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
、
共
済
組
合
が
、

「
本
件
事
故
を
知
っ
た
の
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
る
具
体
的
不
都
合
は
殆
ど
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」
と
判
示
し
、
免
責
を
認
め
な

か
っ
た
。
③
判
決
は
事
故
通
知
の
遅
滞
に
関
す
る
約
款
規
定
の
修
正
を
行
っ
た
実
質
的
に
は
じ
め
て
の
公
表
判
例
で
あ
る
と
評
価
で
き
る



が
、
被
害
者
が
原
告
、
共
済
組
合
が
参
加
入
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
。

④
名
十
口
屋
地
判
昭
和
六
一
年
六
月
一
一
日
週
刊
自
動
車
保
険
新
聞
昭
和
六
一
年
七
月
二
日
号
二
頁
は
、
事
故
発
生
を
知
っ
た
白
か
ら
一

年
一
一
ヶ
月
以
上
経
過
し
て
事
故
内
容
の
通
知
を
し
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
通
知
が
遅
れ
る
に
つ
き
ゃ
む
を
え
な
い
事
自
は

会
い
と
し
た
う
え
で
、
保
険
者
が
「
保
険
金
支
払
い
を
掠
諒
す
る
こ
と
が
、
本
約
款
条
項
制
定
の
趣
旨
に
反
す
る
と
か
信
義
則
違
反
、
権

利
濫
用
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
、
免
責
を
認
め
た
。
@
事
件
で
は
、
加
害
被
保
険
者
に
高
い
非
難
性
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
折
、
④
判
決
の
理
由
中
か
ら
は
何
ゆ
え
他
の
判
例
と
異
な
り
、
実
質
的
根
拠
を
示
さ
ず
に
免
責
条
項
の
適
用
を
認

め
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

〈
場
最
判
昭
和
六
二
年
二
月
一
一

O
自
民
集
四
一
巻
一
号
一
五
九
頁

事
故
発
生
後
約
八
ヶ
月
経
過
し
て
事
故
通
知
が
な
さ
れ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
通
知
義
務
を
諜
し
て
い
る
呂
的

お
よ
び
通
知
義
務
の
法
的
性
質
か
ら
く
る
制
限
が
自
ず
か
ら
存
す
る
と
し
て
、
ム
ハ

O
日
の
期
間
内
に
事
故
通
知
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き

に
は
、
「
常
に
保
険
者
が
損
害
の
て
ん
補
そ
免
れ
う
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
は
抑
制
当
で
は
な
く
」
、
保
険
契
約
者
等
が
保
険
金

を
詐
取
し
又
は
保
験
者
の
調
査
等
を
妨
げ
る
目
的
等
、
「
保
険
契
約
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
上
許
さ
れ
な
い
目
的
の
も
と
に
事
故
通

知
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
保
険
者
は
損
答
の
て
ん
補
寅
任
を
免
れ
う
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
ヘ
そ
う
で
な
い
場
合
は

保
険
者
が
六

O
日
以
内
に
事
故
通
知
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
と
き
に
限
り
、
こ
れ
に
よ
り
取
得
す
る
損
答
賠
償
詩

求
権
の
限
度
で
填
補
責
任
を
免
れ
う
る
と
判
示
し
た
σ

そ
し
て
、
③
事
件
に
つ
い
て
は
、
保
険
契
約
者
等
の
不
当
な
目
的
あ
る
い
は
通
知

義
務
の
慨
怠
に
よ
る
損
害
発
生
の
主
張
・
立
証
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
免
責
を
認
め
な
か
っ
た
。

i一、

学
説
等
の
動
向

自
動
車
保
険
に
お
け
る
事
故
通
知
表
務
慨
怠
の
効
県

品一、ブーム

J

ノ
コ
斗



a

一、
J

、

一」ノ」ノ

商
法
六
五
八
条
は
保
険
契
約
苫
等
の
通
知
義
務
を
定
め
る
。
こ
れ
は
旧
尚
法
(
明
治
二
一
一
一
年
法
律
第
一
二
二
サ
)
六
五
一
条
に
由
来
す
る
。

出
商
法
六
五
一
条
は
「
被
保
険
者
ハ
危
険
:
:
:
既
一
一
生
シ
タ
ル
後
ハ
保
険
者
又
ハ
其
代
人
ニ
遅
延
ナ
ク
其
危
険
及
ヒ
喪
失
若
ク
ハ
損
害
並

め
、
通
知
義
務
慨
怠
の
効
果
と
し
て
、

一
一
甘
一
(
大
小
ヲ
通
知
ス
ル
義
務
ヲ
負
ヒ
其
義
務
背
反
ニ
閃
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
寄
ニ
付
キ
保
険
者
又
ハ
其
代
人
二
対
シ
テ
責
任
ヲ
負
ブ
L

三
二
一
一
一
条
に
関
し
て
慨
ム
叫
ん
の
効
果

と
定

損
害
賠
償
義
務
を
定
め
て
い
た
。

法
典
調
査
会
に
お
い
て
も

は
削
除
さ
れ
た
が
、

そ
の
寄
議
に
あ
た
り

内
計
H
a
'
L
J
と
に
叫

142み
よ

同
伴
臨
み
山

¥
f
J
E
L
J
ト
h

「
通
知
ヲ
遅
滞
ナ
ク
為
サ
サ
レ
ハ
ト
テ
保
険
契
約
二
ハ

モ
影
響
ヲ
及
サ
ス
シ

テ
縦
令
遅
滞
ノ
ナ
カ
ラ
シ
ナ
ラ
ン
カ
保
険
者
二
於
テ
実
際
立
(
損
失
ヲ
被
ラ
サ
リ
シ
コ
ト
ノ
明
ラ
カ
ナ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
其
索
ニ
任
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
お
り
、
通
知
義
務
の
慨
怠
の
効
果
に
つ
い
て
は
山
商
法
と
同
紙
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
商
法
革
案

三
九
五
条
を
引
き
つ
い
で
、
商
法
(
明
治
一
一
一
二
年
法
律
第
四
八
号
)

四
一
一
条
は
「
保
険
者
ノ
負
担
、
ン
タ
ル
危
険
ノ
発
生
ニ
悶
リ
テ
損
害

カ
ル
む
シ
タ
ル
場
合
一
一
於
チ
保
険
契
約
者

λ
ハ
被
保
険
者
カ
其
損
害
ノ
生
、
ン
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞
ナ
ク
保
険
者
二
対
シ
一
ア
其

通
知
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
す
る
に
主
っ
た
。
慨
怠
の
効
果
に
つ
い
て
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
瑚
白
は
「
通
知
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト

ニ
付
ス
ヘ
キ
コ
ト
当
然
ナ
ル
ニ
、
其
U
H
ヲ
規
定
シ
タ
ル
ハ
無
期
タ
ル
口
ノ
免
レ
ス
」
と
述
、
べ
ら
れ

キ
ハ
、
保
険
者
ニ
付
シ
テ
損
害
防
償
ノ

に
い
る
つ

'ず

そ
し
て
、
学
説
も
ふ
貫
し
て
六
五
八
条
違
反
に
よ
っ
て
は
保
険
会
社
は
当
然
に
保
険
金
支
払
義
務
を
全
両
的
に
免
れ
る
こ
と
に
は
な
ら

に
よ
り
保
険
者
が
損
害
を
被
っ
た
と
き
に
は
そ
の
損
佐
官
級
を
支
払
保
険
金
額
か
ら
控
除
で
き
る
に
と
ど
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
尚
法
上
の
通
知
義
務
と
自
動
車
保
険
約
款
上
の
通
知
義
務
は
、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
は
相
違
が
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
υ

す
な
わ
ち
、
尚
法
と
自
動
単
保
険
約
款
と
の
相
違
点
と
し
て
は
、
司
商
法
上
は
「
損
害
ノ
生
シ
タ
ル
コ
ト
」
を
知
っ
た
と
き

に
通
知
義
務
が
生
ず
る
の
に
対
し
、
約
款
上
は
「
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
」
を
知
っ
た
と
き
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
義
務
の
履
行
時
期



お
よ
び
方
法
に
関
し
て
、
務
法
は
、
た
ん
に
「
遅
滞
ナ
ク
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
約
款
は
、
事
故
発
生
の
通
知
に
つ
い
て
は
「
直
ち

に
」
と
規
定
し
、
事
故
内
容
の
通
知
に
つ
い
て
は
「
遅
滞
な
く
書
面
で
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
③
約
款
は
通
知
す
べ
き
具
体
的
事
項
を
列

挙
し
て
い
る
こ
と
、
が
考
え
ら
れ
る
が
、
保
険
事
故
と
損
害
は
同
時
点
で
発
生
す
る
と
商
法
上
も
解
し
う
る
か
ら
、
文
言
上
の
差
異
は
あ

る
が
、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
は
相
違
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
通
知
義
務
慨
怠
に
つ
き
約
款
が
法
律
が
当
初
予
定
し
て
い
た
以
上
の
効
果
を
定
め
る
こ
と
の
適
法
性
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
約
款
の
免
責
条
項
は
、
詐
欺
的
な
保
険
金
請
求
の
よ
う
な
保
険
者
の
利
益
を
著
し
く
危
殆
に
陥
れ
る
よ
う
な
場
合
に

の
み
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
学
説
が
多
数
を
占
め
て
い
る
vo

諸
外
国
の
状
況

ト}

西
ド
イ
ツ

西
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
(
〈
〈
の
)
三
三
条
一
項
は
遅
滞
な
く
事
故
発
生
を
通
知
す
る
義
務
を
保
険
契
約
者
に
負
わ
せ
て
い
る
が
、
そ

の
義
務
違
反
の
効
果
を
定
め
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
〈
〈
C

六
条
三
項
は
「
保
険
者
に
対
し
て
履
行
す
べ
き
保
険
事
故
発
生
後
の
オ
プ
リ
!

ゲ
ン
ハ
イ
ト
違
反
に
関
し
て
給
付
免
責
が
約
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
違
反
が
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
基
づ
か
な
い

と
き
に
は
、
約
定
の
効
果
は
生
じ
な
い
。
重
大
な
過
失
に
基
づ
く
違
反
の
場
合
は
、
そ
の
違
反
が
保
険
事
故
の
確
定
ま
た
は
保
険
者
の
負

担
す
る
給
付
の
確
定
も
し
く
は
そ
の
範
閣
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
限
度
に
お
い
て
、
保
険
者
は
給
付
義
務
を
負
う
」
と
す
る
。
そ
し

て
事
故
発
生
の
通
知
義
務
は
保
険
事
故
発
生
後
の
オ
プ
リ
!
ゲ
ン
ハ
イ
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

自
動
車
保
険
に
お
け
る
事
故
通
知
義
務
慨
怠
の
効
梁

一
六
七



一
六
八

と
こ
ろ
が
判
例
の
積
み
重
ね
等
を
背
景
と
し
討
、

〉
次
回
が
改
正
さ
れ
、

一
九
七
五
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
新
〉
穴
∞
の
も
と

で
は
、
事
故
発
生
の
通
知
義
務
違
反
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

自
己
ま
た
は
第
三
者
に
不
法
な
財
産
利
低
を
得
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
行
わ

れ
た
と
き
に
の
み
、
獲
得
さ
れ
た
不
法
な
財
産
利
益
に
関
し
て
全
額
免
責
の
効
果
が
生
ず
る
こ
と
が
原
則
則
と
さ
れ
た
(
七
条
五
項
三
号
)
0

そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
故
意
に
よ
る
違
反
で
あ
っ
て
も
保
険
者
の
給
付
免
責
は
一

0
0
0
0
ζ
(
解
明
義
務
、
損
害
軽
減
義
務
の

重
大
な
違
反
に
つ
い
て
は
五

0
0
0
0
ζ
)
に
制
撰
さ
れ
た
(
七
条
五
項
二
号
)
。

な
お
、
義
務
保
険
(
で
宗
門
Y
2
2
2円
宮
『
ロ
ロ
拘
)
に
つ
い
て
は
交
通
事
故
の
被
害
者
の
直
接
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
被
害
者
の
直

接
請
求
に
対
し
て
は
、
保
険
者
は
保
険
契
約
者
の
オ
ブ
リ
l
ゲ
ン
ハ
イ
ト
違
反
を
対
抗
で
き
な
い
。

フ
ラ
ン
ス

損
害
保
険
法
L
一
一
一
一
了

2
は
被
保
険
者
は
事
故
の
発
生
を
知
っ
た
日
か
ら
五
日
開
の
期
限
内
に
事
故
の
発
企
を
保
検
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。
そ
し
て
、
実
務
で
は
通
知
義
務
の
慨
怠
が
あ
っ
た
と
き
に
は
失
権
す
る
日
の
約
款
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
長
。
し
か
し
、
そ
の
不
通
告
(
ロ

SI門E
5
5
2
8
D
)
が
単
な
る
遅
滞
(
出
百
三

2
・2
己
主
で
あ
れ
ば
失
格
は
成
立
せ
ず
、
そ
れ
が

故
意
的
遅
滞

(
2
Z
E
与
ま
さ
ま
た
は
完
全
無
通
告
(
号
『
自
ご
え
と
早
々
出
口
出

E
2
2
)
の
場
合
に
限
り
失
権
す
る
。
ま
た
事
故
発
生

後
の
被
保
険
者
の
失
格
事
由
を
も
っ
て
保
険
者
は
被
害
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
事
故
発
生
通
知
義
務
の
慨
怠
は
事

故
発
生
後
の
失
権
事
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

日
イ
ギ
リ
ス

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
事
故
発
生
の
通
知
が
保
険
金
請
求
の
前
提
条
件

(
S
E
E
S
買
え
内
野
口
ニ
。

門町内』
S
U二
四
円
可

C][

門}】内】口由記可
mw

口内町一)

に
あ
た
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
提
条
件
に
あ
た
ら
な
い
と
き
は
、
通
知
義
務
違
反
の
効
果
は
、
保



険
者
が
こ
う
む
る
可
能
性
の
あ
る
損
害
の
賠
償
で
あ
川
、
前
提
条
件
に
あ
た
る
と
き
に
は
、
違
反
の
効
果
は
、
保
険
者
の
給
付
免
素
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
確
定
さ
れ
た
日
数
で
通
知
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
期
限
で
あ
り
、

E
H

呂
田

E
s
z
q・4
0『

4

0
ユ
宮
5
5
3
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
合
理
的
期
間
内
で
あ
っ
て
、
正
当
化
で
き
な
い
よ
う
な
遅
延
が
な
い
こ
と
を
意

{m-

味
し
、
ぷ
出
出
。
。
口
出
回
目
}
O
印巴
σ-ぺ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
保
険
契
約
者
等
に
と
っ
て
厳
し
い
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
「
契
約
の
自
由
」
と
い
う
考
え
方
が
イ
ギ
リ
ス
で

は
強
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
人
は
、
契
約
を
す
る
か
し
な
い
か
自
由
で
あ
り
、
契
約
内
容
に
不
服
で
あ
れ
ば
、
契
約
し
な
け
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
関
係
に
入
っ
た
以
上
、
契
約
内
容
に
拘
束
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
裁
判
所
は
介
入
す
べ
き
で
は
な
い

と
考
え
て
き
が

)
O

裁
判
所
は
「
自
由
」
を
強
調
し
、
内
容
を
問
、
つ
こ
と
な
く
、
き
わ
め
て
形
式
的
な
厳
格
性
を
重
ん
じ
て
き
昨
。

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
不
公
正
契
約
条
項
規
制
法
三
宮
内
ピ
ロ
片
山
町

n
c
E
5
2
1門

2
2
〉

2

5
コ
)
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、

契
約
条
項
の
内
容
に
規
制
が
及
ぶ
に
至
っ
た
。
た
だ
、
保
険
契
約
は
適
用
除
外
と
さ
れ
た
(
第
一
付
則
1
a
)
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

危
険
の
範
囲
を
隈
定
す
る
条
項
と
免
責
条
事
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
実
際
上
困
難
で
あ
る
こ
と
、
政
府
と
業
界
と
で
合
意
さ
れ
る
内
部
規

約
に
よ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
想
定
さ
れ
た
内
部
規
約
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、

一
九
七
七
年
に
英
国
保
険
協
会
と
ロ
イ
ズ
は
生
命
保
険
以
外
の
保
険
に
つ
い
て
の
実
務
に
関
す
る
勧
告
を
出
し
て
い
た
。
そ
の
勧
告
中
で

は
「
原
則
と
し
て
契
約
者
は
己
主
旨
と

E
Z
2
5三
号

2
2
H河
口
町
三
を
合
理
的
に
可
能
な
か
ぎ
り
す
み
や
か
に

(
5
5
8
2

与
ぞ
℃
O

出
印
凶
豆
町
)
に
報
告
す
る
以
上
の
こ
と
を
求
め
ら
れ
な
い
」
と
さ
れ
た
c

「巾山田
C
ロ

(問)

ア
メ
リ
カ

従
来
の
多
く
の
判
例
は
、
被
保
険
者
が
事
故
発
生
の
通
知
義
務
を
正
当
な
理
由
な
く
怠
っ
た
と
き
に
は
、
通
知
義
務
が
前
提
条
件

自
動
車
保
険
に
お
け
る
事
故
通
知
義
務
慨
怠
の
効
果

一
六
九



一七
O

(
凸

g
a
E
Oロ
∞
買
巾
円
邑
巾
え
)
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
保
険
者
に
損
害
が
生
じ
た
否
か
を
間
わ
ず
、
保
険
者
は
給
付
免
責
さ
れ
る
と

し
て
き
が
)
。
た
だ
、
一
部
の
裁
判
所
は
、
保
険
者
に
損
害
が
生
じ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
被
保
険
者
が
反
証
す
れ
ば
、
給
付
免
責
は
な
い

と
し
て
い
的
。
し
か
し
近
年
で
は
、
通
知
義
務
の
目
的
は
保
険
者
に
調
査
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
通
知
義
務
の
憾
怠
に
よ

り
損
害
が
生
じ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
判
決
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
「
合
理
的
期
待
」
の
法
理
や
附
合
契
約

{
却
)

に
お
け
る
「
作
成
者
の
不
利
益
に
解
す
る
」
と
い
う
ル

l
ル
を
根
拠
に
同
様
の
結
論
を
導
く
判
例
も
あ
る
。
さ
ら
に
立
法
に
よ
っ
て
、
保

険
者
の
損
害
の
発
生
を
要
件
に
す
る
州
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
単
に
正
当
な
理
由
が
な
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
悪
意

(σ
邑

E
吾
)

に
よ
っ
て
幡
怠
し
た
場
合
に
は
損
害
一
口
の
発
生
は
要
件
と
な
ら
な
い
。

ぼ)

そ
の
他
の
諸
国

事
故
発
生
通
知
義
務
を
法
定
す
る
と
同
時
に
、
過
失
に
よ
り
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
れ
ば
こ

う
む
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
損
害
額
を
保
険
金
か
ら
控
除
す
る
と
い
う
趣
旨
の
規
定
を
有
す
る
国
が
多
い
(
ス
イ
ス
保
険
契
約
法
三
八
条

二
項
、
イ
タ
リ
ア
民
法
一
九
一
五
条
二
項
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
保
険
契
約
法
二
一
条
)
。
な
お
、
イ
タ
リ
ア
民
法
一
九
一
五
条
一
項
は
通
知

義
務
違
反
の
効
果
を
保
険
者
免
責
と
定
め
、

ス
イ
ス
保
険
契
約
法
三
八
条
三
項
は
「
保
険
事
故
の
発
生
原
因
で
あ
る
事
情
を
正
当
な
時
期

に
確
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
目
的
を
も
っ
て
」
通
知
義
務
に
違
反
し
た
と
き
に
は
保
険
者
は
保
険
契
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
(
免
責
)
と
し

て
い
る
。



四

通
知
義
務
悌
怠
の
効
果

事
故
発
生
時
に
保
険
契
約
者
に
通
知
義
務
を
負
担
さ
せ
る
理
由
と
し
て
は
、

通
常

以
下
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
保
険
者
が

損
害
調
査
活
動
に
必
要
な
資
料
を
適
時
に
入
手
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
、
②
保
険
契
約
者
は
事
故
発
生
の
状
況
を
最
も
早
く
正
確
に
知

り
う
る
地
投
に
あ
る
こ
と
、
③
保
故
経
常
ト
一
、
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
者
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
保
検
事
故
二
・
∞
Z
見
)

を
枚
置
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
、
で
あ
る
c

他
方
、
義
務
違
反
の
効
果
と
し
て
、
免
責
が
定
め
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
減
額
主
義
に
よ
る
と
、
通
知
の
遅
滞
に
よ
り
生
じ
た
拡
大

損
害
の
部
分
が
減
額
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
被
保
険
者
の
損
害
額
か
ら
拡
大
掠
害
額
を
減
額
し
て
も
、
遅
滞
な
く
通
知
さ
れ
た
場
合
の
支
払

保
険
金
と
同
じ
く
な
る
た
め
、
通
知
義
務
の
強
制
力
が
無
に
帰
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

す
な
わ
ち
、
被
保
険
者
の
義
務
違
反
に

対
す
る
制
裁
と
し
て
失
権
を
定
め
、
も
っ
て
義
務
履
行
へ
の
イ
ン
ゼ
ン
テ
ィ
ブ
と
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
行
の

約
款
規
定
は
、
保
険
者
の
経
済
利
益
と
保
険
契
約
者
の
経
済
的
利
益
と
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
通
知
義
務
違
反
に

汁
す
る
一
般
的
予
防
の
観
点
か
ら
、
免
責
を
定
め
る
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
通
知
義
務
の
慨
怠
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
保
険
者
に
支
払
保
険
金
会
微
に
相
当
す
る
損
害
が
生
ず
る
こ
と
は
ま
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
池
山

さ
て
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
判
例
は
原
則
と
し
て
、
約
款
の
規
定
を
骨
抜
き
に
す
る
よ
う
な
解
決
を
行
い
、
多
く
の
学
説
も
失

権
条
項
を
制
限
的
に
解
す
か
c

こ
の
根
拠
は
通
知
義
務
違
反
の
効
果
が
過
酷
に
す
ぎ
る
こ
が
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、

自
動
車
保
険
に
お
け
る
消
費
者
保
護
的
な
契
約
者
保
護
の
必
要
性
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
説
得
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
保
険
者
・
保
険
契
約
者
間
の
経
済
的
利
益
の
均
衡
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
失
権
条
演
が
不
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
両
者

自
動
車
保
険
に
お
け
る
事
故
通
知
必
務
即
時
立
の
効
川
市

七
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の
交
渉
力
が
対
等
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
当
該
条
項
を
有
効
な
も
の
と
認
め
て
も
差
し
っ
か
え
な
い
。
保
険
者
・
保
険
契
約
者

間
の
力
関
係
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ル
八
権
条
項
を
制
開
眼
的
に
解
す
る
合
理
性
が
生
ず
る
。

自
動
準
保
険
は
自
動
車
保
有
者
に
と
っ
て
今
や
必
需
品
と
も
言
、
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
保
険
契
約
者
と
保
険
者
と
の
間
に
は
経
済

的
な
力
の
点
で
大
き
な
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
競
争
者
が
同
様
の
内
容
の
条
項
を
用
い
て
い
る
た
め
、
約
款
内
容
が
明
瞭

か
つ
適
切
に
開
示
さ
れ
て
い
て
も
、
約
款
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
が
存
す
る
こ
と
が
、
失
権
条
項
を
制
限
的
に
解
す
る
必
要
性
を

支
え
て
い
る
。
し
か
も
普
通
保
険
約
款
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
「

括
承
認
」
か
「
一
括
拒
否
」

の
自
由
し
か
消
費
者
に

は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
自
由
な
交
渉
に
よ
る
契
約
締
結
が
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
契
約
自
由
の
原

則
を
支
え
る
基
盤
は
失
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
約
款
は
、

一
方
当
時
者
(
保
険
者
)

の
み
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

交
渉
に
よ
っ
て
妥
当
な
契
約
内
容
を
形
成
す
る
と
い
う
過
程
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
約
款
で
通
知
義
務
違
反
と
い
う
比
較
的
小

さ
な
義
務
違
反
に
対
し
、
免
責
と
い
う
重
大
な
効
果
を
与
え
た
こ
と
自
体
に
保
険
者
側
の
不
手
際
が
あ
っ
た
以
上
、
判
例
・
学
説
の
立
場

は
正
当
で
あ
ろ
う
c

し
か
も
判
例
や
学
説
は
あ
ま
り
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
通
知
義
務
違
反
の
免
責
規
定
の
最
大
の
問
題
点
は
差
別
的
適

用
の
危
険
性
で
あ
ろ
う
。
通
知
義
務
違
反
に
基
づ
い
て
、
保
険
会
社
が
免
賞
を
主
張
す
る
場
合
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
差
別
的
適
用
が
問
題
に
な
る
可
能
性
が
高
い
の
さ
ら
に
『
全
額
給
付
か
、
全
額
免
責
か
」
と
い
う
条
項
の
下
で
は
、
不
当
な
適
用

の
も
た
ら
す
害
は
大
き
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
免
責
規
定
の
及
ぶ
範
聞
を
限
定
す
る
立
場
は
こ
の
点
か
ら
も
支
持
で
き
る
。

そ
れ
で
は
最
高
裁
(
⑤
判
決
)
や
多
数
説
が
と
る
、
保
険
金
の
詐
取
等
の
目
的
が
あ
る
場
合
に
は
全
面
免
責
、
そ
の
よ
う
な
目
的
が
な

い
場
合
に
は
保
険
者
が
被
っ
た
損
害
を
支
払
う
べ
き
保
険
金
か
ら
控
除
す
る
と
い
う
考
え
方
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
、
っ
か
。

保
険
念
の
詐
取
等
の
目
的
が
な
い
場
合
に
減
額
主
義
を
掠
る
こ
と
は
、
商
法
六
五
八
条
の
解
釈
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
あ
え
て
約
款
の
免



資
規
定
を
も
ち
だ
す
必
要
は
な
く
な
る
。

そ
も
そ
も
保
険
金
詐
取
等
の
目
的
で
通
知
義
務
に
違
反
す
る
場
合
と
い
う
の
は
、

現
実
に
は
保

険
金
詐
取
日
的
ぐ
ら
い
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
岳
判
決
は
保
険
者
の
調
査
妨
害
の
目
的
を
も
挙
げ
る
が
、
保
険
契
約
者
等
が
保
険
金
詐
取

の
目
的
な
し
に
調
査
を
妨
害
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
事
故
を
仮
装
し
た
り
、
故
意
に
桁
致
し
た
場
合
あ
る
い

は
ア
フ
ロ
ス
契
約
の
場
合
に
は
、
通
知
義
務
違
反
を
理
由
と
し
な
く
と
も
、
保
険
者
は
保
険
金
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
通

知
義
務
違
尺
ノ
に
基
づ
く
免
責
規
定
は
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
こ
で
損
害
額
を
水
増
し
し
て
保
険
金
が
請
求
さ
れ
た
場
合
ぐ
ら
い
し
か
、
本

免
寅
規
定
は
機
能
し
な
く
な
る
。

諸
外
国
の
法
制
あ
る
い
は
実
務
は
、
故
意
(
帯
意
)
に
よ
る
義
務
違
反
の
と
き
に
は
免
責
、
過
失
に
よ
る
違
反
の
と
き
は
減
額
と
す
る

立
場
を
掠
る
も
の
が
多
川
い
か
ら
わ
が
国
の
判
例
e

学
説
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
た
だ
し
号
判
決
は
減
額
の
場
合
の
損
害
の
立
証
責
任

を
保
険
者
に
負
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
の
立
証
が
閤
難
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば

妥
当
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
他
方
、
伝
判
決
の
ふ
げ
一
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
策
通
保
険
約
款
の
通
知
義
務
の
規
定
は
、
保
険
者
に
と
っ

に
か
い
た
餅
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
知
義
務
違
反
に
対
し
、
何
ら
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
も
加
わ
ら

な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

通
知
の
遅
滞
に
よ
り
保
険
者
が
損
害
を
被
る
場
合
と
し
て
は
、
損
害
が
拡
大
し
た
場
合
、
交
渉
・
裁
判
等
の
不
手
際
に
よ
り
賠
償
領
が

拡
大
し
た
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
、
つ
心
事
後
処
四
日
の
適
切
さ
は
、
た
し
か
に
損
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
が
、
交
通
事

故
の
場
合
保
険
者
へ
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
り
、
救
護
措
置
の
適
切
さ
が
決
め
手

と
な
ろ
、
つ
c

し
か
も
、
被
保
険
者
等
が
損
害
防
止
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
に
損
害
が
拡
大
し
た
場
合
に
は
商
法
六
六

O
条
、
約
款
中

の
他
の
条
頃
(
た
と
え
ば
自
家
用
自
動
車
保
険
者
普
通
保
険
約
款
一
四
条
一
号
、

一
五
条
一
ニ
一
環
一
号
)
に
基
づ
き
拡
大
損
害
分
を
控
除
し

自
動
車
保
険
に
お
け
る
事
故
通
知
義
務
慨
怠
の
効
栄
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四

て
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
知
義
務
違
反
に
基
づ
く
免
支
条
項
が
な
く
と
も
、
保
険
者
の
経
済
的
利
益
が
保

議
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

他
方
、
賠
償
額
の
増
大
を
防
ぐ
た
め
、
証
拠
を
収
集
し
、
被
害
者
と
交
渉
す
る
街
で
は
、
通
知
義
務
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
。
保
険
者

自
身
の
訪
御
権
を
十
分
に
行
使
さ
せ
る
た
め
に
は
、
適
時
に
事
故
発
生
の
通
知
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
裁
判
に
伴
う
費
用
や
時
間
の
ロ
ス
、

賠
償
額
場
加
の
可
能
性
を
考
え
る
と
、
保
険
者
に
損
害
が
生
じ
う
る
が
、
そ
れ
を
通
知
遅
滞
に
よ
っ
て
保
険
者
が
被
っ
た
損
害
で
あ
る
と

し
て
、
裁
判
所
が
支
払
う
べ
き
保
検
金
か
ら
減
額
す
る
こ
と
を
認
め
て
く
れ
る
か
は
問
題
が
残
る
。

経
済
的
利
益
を
守
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
保
険
者
が
免
責
規
定
を
設
け
た
ね
ら
い
の
一
つ
は
、
損
害
の
存
在
、
額
を
立
証
し
な
い
で
も
、
自
己
の

フ
ラ
ン
ス
等
で
断
、
被
害
者
か
ら
の
底
接
請
求
に
は
通
知
義
務

慨
怠
に
よ
る
免
責
を
付
抗
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
免
責
規
定
は
保
険
契
約
者
へ
の
制
裁
を
通
じ
て
、
通
知
義
務

の
履
行
を
間
接
的
に
強
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
六

O
日
条
項
が

「
伝
家
の
宝
万
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
な
ど
を

グ
ノ
え
あ
わ
せ
る
と
、
保
険
金
詐
欺
、
故
意
の
事
故
招
致
な
ど
の
疑
い
が
濃
い
が
、
立
一
訟
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
、
本
免
責
規
定
を
使
お

う
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
の
詐
欺
目
的
等
の
立
証
に
代
え
る
た
め
に
本
条
項
を
用
い
る
こ
と
に
は
条
項
の
差
別
的
適
用
の
可
能
性
が
あ

る
こ
と
か
ら
賛
成
で
き
な
い
が
、
通
知
義
務
の
履
行
を
確
保
し
た
い
と
い
う
保
険
者
の
願
い
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
保
険
制
度
悪
用
防
止
を
念
頭
に
お
い
て
、
通
知
義
務
違
反
に
つ
き
免
責
を
規
定
す
る
の
は
、

過
剰
な
効
果
を
定
め
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
判
例
の
考
え
方
に
立
つ
と
、
通
知
義
務
違
反
の
効
果
を
約
款
で

定
め
た
意
味
が
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
他
方
、
@
判
決
の
よ
う
な
判
決
が
下
さ
れ
る
と
、
条
項
の
不
平
等
な
適
用
の
お
そ
れ
が
間

題
と
な
る
。



し
た
が
っ
て
現
行
法
、
現
行
約
款
の
も
と
で
は
、
「
遅
滞
な
く
」
「
た
だ
ち
に
」
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
免
責
条
項
の
範

閣
を
絞
り
こ
む
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
に
何
ら
の
意
味
で
も
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
に
は
「
遅
滞
」
は
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
一
円
。
な
ぜ
な
ら
、

一
部
免
責
で
あ
れ
、
全
部
免
責
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
以
上
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
「
遅

滞
」
概
念
を
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
保
険
者
側
に
損
害
の
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
と
、
保
険
者
の
利
益
が
十
分
に
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
現
行
約
款
の
免
責
規
定
は
、
「
保
険
者
に
損
申
告
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
」
を
保
険
契
約
者
側
に

立
証
さ
せ
る
と
い
う
、
挙
証
責
任
の
転
換
を
定
め
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
損
害
の
不
存
在
の
証
明
は
き
わ
め
て

困
難
で
あ
る
か
ら
、
契
約
者
側
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
と
、
常
に
保
険
者
免
責
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
通
知
義
務
慨
怠
に
よ
り
保
険
者

が
こ
う
む
る
損
害
と
制
裁
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
保
険
者
側
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
し
か
な

し、。
こ
こ
で
、

つ
ぎ
に
、
保
険
者
の
利
益
戸
守
る
た
め
、
保
険
者
は
、
契
約
に
よ
っ
て
、
損
害
額
の
推
定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
合
理
的
な
推
定
で
あ
れ
ば
契
約
者
は
不
当
に
害
さ
れ
な
い
か
ら
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
(
現
行

約
款
の
免
責
規
定
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
保
険
金
額
を
損
害
額
と
推
定
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
合
理
的
な
推
定
で
は
な
い

か
ら
、
全
部
無
効
に
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
)
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
保
険
者
に
と
っ
て
損
害
の
存
在
、
額
の

立
証
は
容
易
に
な
る
。

た
し
か
に
通
知
義
務
履
行
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
保
す
る
点
か
ら
は
、
損
害
額
の
推
定
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
名
目
的
損
害
の

賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
通
知
義
務
を
保
険
契
約
者
に
課
す
趣
旨
は
、
保
険
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ

自
動
車
保
険
に
お
け
る
挙
故
通
知
義
務
憐
怠
の
効
果

七
五
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と
に
あ
る
か
ら
、
保
険
者
に
損
害
が
生
じ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
通
知
義
務
の
履
行
を
強
制
す
る
必
要
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
と
く

に
現
在
で
は
、

モ
ー
タ
リ
ゼ
!
シ
ョ
ン
も
成
熟
期
に
入
っ
て
お
り
、
資
料
も
蓄
積
さ
れ
、
料
率
も
適
切
に
算
定
さ
れ
、
多
少
の
-
H
w
'
z
・勾

の
発
生
は
、
保
険
経
営
を
お
び
や
か
す
ほ
ど
で
は
な
い
と
考
え
う
る
。

な
お
、
保
険
者
に
「
損
害
」
が
生
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
保
険
者
が
必
ず
一
部
免
責
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
保
険
契
約
者
等
が
「
正

当
な
理
由
」
な
く
通
知
義
務
を
慨
台
ん
し
た
と
き
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
正
当
な
理
由
」
と
は
無
過
失
を
意
味
す
る
と
考

え
て
よ
い
。
全
面
免
責
を
認
め
る
か
否
か
に
あ
た
っ
て
は
、
「
故
意
ま
た
は
重
過
失
」
)
と
い
う
要
件
が
妥
当
性
を
も
っ
可
能
性
が
な
い
と

は
い
え
な
い
が
、

一
部
免
責
の
是
非
に
あ
た
っ
て
は
故
意
・
過
失
の
有
無
で
判
断
し
て
も
不
都
合
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
基

準
と
適
合
す
る
よ
う
、
損
害
額
を
推
定
す
れ
ば
足
り
よ
う
。

(
注
)

(
1
)

火
災
保
険
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
京
地
判
昭
和
二
一
年
一
二
月
二
八
日
評
論
二
七
巻
六
号
一

O
一
覧
は
保
険
者
は
適
法
な
時
期
に

適
法
な
通
知
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
保
険
金
支
払
い
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
(
近
藤
「
火
災
保
険
約
款
第
二
二
条
の
手
績
並

に
其
の
不
履
行
の
効
果
」
損
害
保
険
研
究
四
巻
四
号
二
八
一
頁
以
下
参
照
)

(
2
)

石
間
「
自
動
車
保
険
に
お
け
る
損
害
発
生
の
通
知
義
務
」
損
答
保
険
研
究
三
五
巻
第
二
万
一
一
一
一
頁

(
3
)

戸
出
「
従
業
員
が
社
有
事
を
殺
人
の
凶
器
に
用
い
、
か
っ
、
事
故
通
知
が
六

O
日
を
越
え
て
行
わ
れ
た
場
合
の
保
険
金
支
払
い
義
務
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
八
九
二
号
一

O
七
頁

(
4
)

一
一
項
「
保
険
者
ノ
負
担
シ
タ
ル
危
険
ノ
発
生
二
悶
リ
テ
損
害
カ
生
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
保
険
契
約
者
又
ハ
被
保
険
者
カ
其
損
答
ノ
生
シ
タ

ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞
ナ
ク
其
旨
ヲ
保
険
者
ニ
通
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」



(
5
)

第
七
九
回
法
典
調
査
商
法
委
員
会
議
事
要
録
七
ノ
九
三

(
6
)

商
法
修
正
案
理
市
問
書
三
四
五
頁
、
楽
本
・
帝
国
商
法
得
議
七
一
一
一
八
真

(
7
)

青
山
「
保
険
契
約
者
ノ
負
担
セ
ル
通
知
義
務
ニ
就
テ
」
法
学
新
報
二
五
巻
四
回
万
三
六
賞
、
五
号
六
六
資
、
松
本
・
保
険
法
再
版
増
訂
一
一

ニ
頁
i
一
一
一
一
一
一
貝
、
水
口
・
保
険
法
論
訂
正
増
補
一
一
一
八
一
一
良
、
烏
賀
陽
・
商
行
為
法
二
一
二
六
賀
、
大
森
・
保
険
法
一
六
九
貰
、
回
中
(
誠
)

新
版
保
険
法
一
八
七
頁
、
西
島
・
保
険
法
〔
第
二
版
〕
一
四
八
質
、
田
辺
・
現
代
保
険
法
一
六
八
頁
1
一
六
九
頁
、
石
田
・
商
法
町
一
七

O
頁

等た
だ
し
通
知
義
務
の
履
行
は
保
険
金
請
求
権
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
す
る
少
数
説
が
あ
る
(
野
津
・
新
保
険
契
約
法
論
二
九
五
頁
)
。

(
8
)

佐
藤
公
平
「
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
の
各
種
義
務
」
新
損
害
保
険
双
書
2
(
田
辺
H
石
田
編
)
二
凶
七
頁

(
9
)

石
田
・
前
掲
一
六
八
頁

(
叩
)
石
田
「
自
動
車
保
険
に
お
け
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損
害
発
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の
通
知
義
務
」
増
補
自
動
車
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の
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一

O
一
一
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頁
、
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二
O
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悶
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号
六
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一
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(
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二
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四
一
一
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号
二
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四
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)
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〉
東
京
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判
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四
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・
六
・
一
一
一

O
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例
評
論
一
六
八
号

二
五
頁
(
判
時
六
八
八
回
万
一
一
一
一
一
真
)
、
山
下
「
保
険
事
故
発
生
の
通
知
義
務
の
憾
怠
に
関
す
る
免
責
規
定
の
解
釈
」
法
学
教
室
八
二
号
八
六
頁
、

佐
藤
・
前
掲
二
五

O
頁
等

(
日
)
∞
「
ロ
円
山
内
a

玄
o
z
m『
穴
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自
認
巾
ロ

S
「

N
Z
自
〈
ミ
包
内
町
内
山
『
ロ
ロ
岡
山
〈
巾
『
門
「
白
閥
的
問
市
田
町
門
N
-
∞
・
〉
出
口
∞
円
四

-FEm--ω
∞

-
K
H
N九
時
-
|

(
ロ
)
一
九
七
四
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
効
力
を
有
し
て
い
た
西
ド
イ
ツ
自
動
車
保
険
普
通
約
款
(
〉
冒
と
七
条
五
項
を
め
ぐ
る
連
邦
通
常
裁
判

所
(
∞
の
出
)
の
判
決
は
、
ま
ず
保
険
者
の
教
示
義
務
を
認
め
、
さ
ら
に
「
故
意
の
オ
プ
リ
!
ゲ
ン
ハ
イ
ト
違
反
が
保
険
者
の
正
当
な
利
益
を
著

し
く
危
険
に
す
る
性
質
を
有
し
、
か
つ
保
険
契
約
者
に
重
大
な
責
任
が
あ
る
と
き
に
の
み
、
保
険
者
の
全
額
の
給
付
免
責
が
生
ず
る
」
と
い
う

立
場
を
と
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
判
例
の
紹
介
と
し
て
は
、
山
下
「
普
通
保
険
約
款
論
(
二
)
」
法
協
九
六
巻
一

O
号
一
二
四
頁
以
下
、
竹
漬
「
事

故
発
生
の
通
知
義
務
等
の
違
反
効
果
に
つ
い
て
」
文
研
論
集
七
一
号
一
二
入
賞
以
下
が
詳
し
い
。
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事
故
内
容
を
十
分
立
証
で
き
れ
ば
保
険
金
の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
る
と
す
る
の
さ
ら
に
間
島
・
前
掲
注
(
刊
)
六
人
口
(
は
「
伝
家
の
宝
刀
」
と

六
O
日
条
項
を
評
さ
れ
る
。
ま
た
④
事
件
で
原
告
側
は
免
責
条
項
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
主
張
し
た
。
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石
田
・
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叩
)
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七
七
百
(
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辺
・
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掲
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(
叩
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二
五
百
(
、
洲
崎
「
自
動
車
保
険
約
款
の
対
人
事
故
通
知
義
務
悌
怠
の
効
果
」
民
商
九
七
巻
五
ロ
マ
九
一
頁

(
必
)
ス
イ
ス
で
は
、
自
動
車
保
険
に
つ
い
て
は
、
免
責
事
巾
は
一
切
被
害
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
さ
れ
す
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E
Z
2
き

ロ
l
ω
i

凶器
N
)
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
強
制
資
任
保
険
に
つ
い
て
、
同
様
の
規
定
が
あ
る
(
同
ス
ロ

-
U
E
Z
-努

E
H
2
E
2
2・
5
g
)
C

ま
た
、
イ
夕
リ
ア
で
は
約
{
定
疋
の
最
低
額
ま
で
は
契
約
上
の
一
二
…
切
切
の
免
寅
事
事
.
由
は
被
中
信
笠
答+4

青
一
古
阿
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
す
る

(ζ釦『ユ丹}昆∞-一。ご

E

口
め

ιロ
門
巳
山
巾
円
巾
口
邑
戸

σ『
完
巾
円

5申A品凶申

)τC
 

(

必

)

(

い

同

n
c
z円
E

C
ロ
門
口
出
己
『
山
口
門
町
凶
門
戸
間
ゐ
悼
む
印
。

(
M
M
)

「
正
当
な
理
由
」
を
「
故
意
」
ま
た
は
重
過
失
な
く
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
が
(
石
田
・
前
一
掲
注
(
刊
)
一
九
一
一

l
一
九
三
頁
、
周
辺
・

前
掲
注
(
叩
)
二
五
頁
、
佐
藤
・
前
掲
注

(
8
)
二
五
一
一
只
)
、
こ
こ
で
「
故
意
」
は
詐
欺
的
意
凶
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
重
過
失
を
「
故
意
」
と
問
視
し
う
る
と
考
え
る
の
は
保
険
者
の
立
証
の
問
題
を
考
え
に
入
れ
て
も
、
乱
暴
に
す

ぎ
な
い
か
疑
問
で
あ
る
ο


